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20210126 保局第１号  

 

 ガス保安功労者経済産業大臣表彰実施要領細則を次のように定める。  

 

  令和３年２月９日  

 

 

 

       経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官  太田  雄彦  

 

 

 

ガス保安功労者経済産業大臣表彰実施要領細則  

 

１．上申時期  

産業保安監督部長は、ガス保安功労者経済産業大臣表彰（以下「大臣表彰」と

いう。）の対象者を大臣官房技術総括・保安審議官に上申するに当たっては、毎

年度７月３１日までに上申予定数（各対象区分別）の登録を行い、８月３１日ま

でに必要書類を提出しなければならない。  

 

２．上申基準  

産業保安監督部長は、大臣表彰の対象者を推薦するに当たり、大臣表彰の対象

者としてふさわしい者を選ばなければならない。  

 

３．上申時の提出書類  

（１）上申書総括表  

別添様式第１による。  

（２）審査調書  

別添様式第２、第３、第４、第５、第６、第７、第８、第９、第１０又は第

１１による。  

（３）その他  

特別の功績や事由等がある場合は適宜参考資料を添付することができるもの

とする。  

 

４．上申に当たっての留意事項  

（１）産業保安監督部長は、ガス工事業者の営業所の部の表彰対象者を上申するに

当たっては、ガス工事とその他の工事（上下水道工事等）との比率（売上又は

受注量）において、ガス工事の比率の高い事業者を優先的に選定しなければな



らない。  

（２）産業保安監督部長は、団体の部の表彰対象者を上申するに当たっては、団体

名及び構成員名（個人名又は会社名など）を記載しなければならない（個人名

の後に括弧書きで当該個人の属する会社名を示す。）。ただし、構成員が１０

名以上となる場合は会社名とする。  

（３）産業保安監督部長は当該年度の全体数等の状況により、上申件数を適宜調整

することができる。                         

（４）産業保安監督部長表彰を受賞した翌々年度から上申の対象とする。ただし、

特段の事由（災害、重大事故及びガス保安に係る研究等により顕著な功績）が

ある場合は、当該年度又は産業保安監督部長表彰後１年での大臣表彰を行える

ものとする。  

なお、特に当該年度に大臣表彰の上申を行う場合、１０月までに産業保安監

督部長表彰を行わなければならない。  

（５）大臣官房技術総括・保安審議官は、次の者を表彰候補者として産業保安監督

部長及びガス関係団体等から推薦を受けることができるものとする。  

①  被表彰者の功績が全国的なもの  

②  一の産業保安監督部の管轄区域にないもの  

③  緊急に表彰を必要とするもの  

④  直接大臣表彰を受賞したほうが良いと思われるもの  

 

５．選考基準の詳細について  

経年管対策についての選考方法は以下のとおりとする。  

イ．選考対象の事業者間における灯外内管について、平成２１年度末時点の

数量を基準にした削減率 (ａ )及び残存率 (ｂ )の比較により行う。  

ａ．削減率（％）  

平成２１年度末時点における未対策経年管本数に対する平成２１年度

末時点から最新年度末時点までに削減した未対策経年管本数の割合  

ｂ．残存率（％）  

平成２１年度末時点において管理したすべての灯外内管本数に対する

最新年度末時点における未対策経年管本数の割合  

 

ロ．イにおいて表彰の対象とした事業者等について、次の項目を確認した上

で、本表彰制度の趣旨に鑑み、中堅・中小事業者を優先的に選定しなけれ

ばならない。  

ａ．会社概要  

ｂ．（旧簡易ガス事業者※の場合）保有団地数と経年管調査対象の団地数  

ｃ．需要家総数  

ｄ．導管延長  

ｅ．供給管・灯外内管の状況（管種、本数）  

ｆ．供給管・灯外内管の防食、劣化対策状況  

ｇ．過去の受賞歴の有無、直近の詳細事故の有無  



ｈ．支部理事会社か否か  

ｉ．現行保安基準の遵守状況、立入検査での指摘状況  

ｊ．その他（雇用促進住宅の割合等）  

※簡易ガス：特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこ

れを供給するものであって、一の団地内におけるガスの供給地点の数

が７０以上のものの事業をいう。  

 

 

附  則（ 20210126 保局第１号）  

１  この細則は、令和３年２月９日から施行する。  

２  「ガス保安功労者経済産業大臣表彰実施要領細則」（平成２４年９月１９

日付け２０１２０９１９商局第１５号）は、廃止する。  

 


